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１．はじめに 
平成２６年に国は、障害児・者の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据えて、住み慣れた地域で暮ら

し続けることを支える仕組みとして、「地域生活支援拠点等整備事業」の創設に向けて検討を始め、令

和２年４月よりその運用を開始しました。 

湖南４市（草津市・守山市・栗東市・野洲市）においては、名神高速道路や国道 1号、ＪＲ琵琶湖線

等が通る交通の要衝であり平野部も多いため開発が進み、通勤・通学圏としても京阪神との繋がりが強

く、特に草津市、守山市、栗東市の３市は 2015年〜2045年の推計人口指数が 105を超える高水準を維

持しています。それに比例して障害のある人も年々増加傾向にあり、それぞれの市だけでは障害のある

人やそのご家族のニーズを充足できる社会資源が十分にあるとは言えません。 

そこで湖南４市ではこれまで２４時間セーフティー事業や緊急時一時保護事業、地域活動支援センタ

ー事業Ⅰ型等々、協力して広域で運営してきた経緯から、湖南地域障害児・者サービス調整会議に地域

生活支援拠点等の整備にかかるプロジェクトを立ち上げ検討してきたところです。 

このガイドラインは、湖南地域で障害のある人とその家族が、住み慣れた地域で暮らし続けることが

できるよう、その仕組みについて事業所の皆さまに説明するために作成しました。 

 

 

２． 地域生活支援拠点等整備事業とは 
障害児・者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害のある人とその家族が住み慣れた地域全

体で安心して暮らしていけるよう地域で支えるしくみを創設する事業で、その必要な機能として以下の

５つの機能を柱として掲げています。 

 

機能 具体的な内容 

① 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握し、当該世

帯に対して常時の連絡体制を確保して、障害者等の障害の特性に起因して生

じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必

要な支援を行う機能 

② 緊急時の受け入

れ対応 

短期入所等を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保したうえで、介護

者の急病等の緊急時に短期入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡等の

必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場  障害者が養護者等からの自立や病院・入所施設からの地域移行に当たり、

共同生活援助や日中活動事業所の利用など地域生活を体験する機会やその

場を提供する機能 

④ 専門的人材の確

保・養成 

 医療的ケアや強度行動障害など、専門的な支援スキルを必要とする障害者

等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有す

る人材を育成する機能 

⑤ 地域の体制づく

り 

障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や指定事

業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能 
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３.地域生活支援拠点等整備事業の型式 

国が示す『多機能拠点整備型』（必要な機能を特定の施設に集約）と『面的整備型』（複数の機関が分

担して機能を担う）の２種類のうち、湖南圏域では、『面的整備型』を採用し、既存のあらゆる社会資

源のネットワークを強化し、それぞれの機関が担う役割を整備します。 

なお、地域生活支援拠点等（以下、「拠点等」といいます。）の機能を担う事業所については、それぞ

れの事業所の運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各機能を実施することを明記するとともに当

該市に届け出を行い、市が該当事業所として認めることを要します。 

 

 

４.地域生活支援拠点等整備事業を担う事業所の手続きの流れ 

事業所は運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各機能を実施することを明記し、拠点等の機能

を担う事業所としての届出書（様式第１号）を事業所が所在する市へ提出します。 

〇湖南圏域における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所登録手順について ＜その１＞ 

〇県・南部健康福祉事務所    → 指定障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）事業所の場合

（※居宅介護事業所の対象サービスは、身体介護、身体介護を伴う通院等介助のみ） 

〇県・障害福祉課（企画・指導係）→ 計画相談支援並びに障害児相談支援を除く、上記以外の指定障害福祉サービス 
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❻ 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事

業所登録通知書（様式第２号）の交付 

⑦ ❻の野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書（様式第２

号）が送付されてきたら 

(1) 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書（様式第２

号）の写し 

(2)運営規程（新・旧）＋変更届出書（様式第２号【第３条関係】）

※運営規程変更後１０日以内に提出 

(3)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（令和５年２月以降）

＋介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 

※介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書は毎月１５日までに提出 

⑧ 南部健康福祉事務所又は、県障害福祉課へ提出 

【重要】 拠点等に係る加算を得ようとするときは、提出期日

など、事前に提出場所へ相談ください。 

① 運営規程の変更 

 

② 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事業

所届出書（様式第１号）の提出 

 ※変更後の運営規程を添付 

（指定障害福祉サービス事業所の所在市） 

❸ 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事

業所届出書（様式第１号）の受理 

❺ 事業所所在市から圏域内他市へ情報提供（※幹事市に

おいて、登録名簿作成） 

➍ 事業所所在市において内容の確認・審査・

決定 

県による指定障害福祉サービス事業所（計画相談支援並びに障害児相談支援以外） 

【注意】 ①、②、⑦、⑧は、サービス提供事業所による手続き、処理する事柄です。また、❸、➍、❺、❻は、事業所所在地の市による手

続き、処理する事柄です。 



〇湖南圏域における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所登録手順について ＜その２＞ 
  

５.地域生活支援拠点等整備事業の機能について 

１）相談                                            

緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握し、当該世帯に対して常時の連絡体制

を確保して、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディ

ネート、相談その他必要な支援を行います。 

 

地域生活支援拠点等相談強化加算・・・・・・・・・・・７００単位／月４回まで   

（ア） 内容 

相談支援事業所の相談支援専門員が、緊急の事態が生じた利用者等に対し、その要請に基づき、

速やかに指定短期入所事業所に対して必要な情報を提供及び利用に関する調査を行った場合、利用

者１人につき、１月に４回を限度に算定できる。 

（イ） 対象サービス 

計画相談支援、障害児相談支援 

（ウ） 基準 

・利用者等からの要請に基づき速やかに情報の提供及びサービス利用の調整を行う体制にあること 

・自立支援協議会、又は相談支援部会等に年間半数以上出席をしていること 
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 市による指定障害福祉サービス事業所（計画相談支援並びに障害児相談支援） 

① 運営規程の変更 

② 事業所所在市へ書類提出 

(1) 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等事業所

届出書（様式第１号）   

(2) 変更後の運営規程 

(3) （体制）変更届出書（様式第２号）+ 算定に

係る体制等状況一覧表 

❸ 事業所所在市において、拠点等事業所届出書

（様式第１号）の受理後、確認・審査・決定 

➍ 事業所所在市から圏域内他市へ情報提供 

（※幹事市において、登録名簿作成） 

❺ 事業所所在市から、野洲市湖南圏域地域生活

支援拠点等事業所登録通知書（様式第２号）

を交付 

❻ 県へ報告 

事業所所在市が事業所から提出のあった

（体制）変更届出書（様式第２号）の写し

を県障害福祉課へ送付 

【注意】 ①、②は、サービス提供事業所による手続き、処理する事柄です。また、❸、➍、❺、❻は、事業所所在地の市による手続き、

処理する事柄です。 

〇各市障害福祉支援所管課 → 計画相談支援並びに障害児相談支援 



２）緊急時の受け入れ対応                                    

 短期入所等を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保したうえで、介護者の急病等の緊急時に短期

入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行います。 

 

Ⅰ．緊急時対応加算（拠点等の場合プラス）・・・・・・・・・・・５０単位／回  

（ア）内容 

利用者からの要請に基づき、居宅介護事業所等のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行

い、計画にはない介護等を緊急に行った場合、利用者１人につき１月に２回を限度に１００単位を算

定できる。また、拠点等の場合には、更に５０単位を上乗せできる。 

（イ）対象サービス 

居宅介護サービス（身体介護、身体介護を伴う通院等介助、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 

（ウ）基準 

・ 利用者等からの要請を受けてから概ね２４時間以内に支援できる体制にあること 

 

Ⅱ．緊急時支援加算（拠点等の場合プラス）・・・・・・・・・・５０単位／回  

（ア）内容 

①緊急時に利用者等からの要請に基づき、深夜等（午後 10時～午前 6時）速やかに利用者の居宅等

への訪問等による支援を行った場合、１日につき緊急時支援加算（Ⅰ）」の７１１単位を算定でき

る。拠点等の場合には更に５０単位を上乗せできる。 

②緊急時利用者からの要請に基づき、速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合、１

日につき緊急時支援費（Ⅰ）７１２単位を算定できる。拠点等の場合には更に５０単位を上乗せ

できる。 

（イ）対象サービス 

①自立生活援助  ②地域定着支援 

（ウ）基準 

緊急時の要請に基づき速やかに訪問等支援できる体制にあること 

 

Ⅲ． 緊急短期入所時受入加算・・・・・・・・・・・・・・・・１００単位／日   

（ア）内容 

地域生活支援拠点等として位置づけられた短期入所施設が、利用者を受け入れた場合、緊急時に限

らず利用者全員について、利用開始日に算定できる。 

（イ）対象サービス 

短期入所 

（ウ） 基準 

・枠に空きがあれば、当日の相談であっても支援できる体制にあること 

・利用実績のない利用者に対しても支援できる体制にあること（強度行動障害や医療的ケア等は要

相談としても差し支えない） 

・土日・祝日も受け入れできる体制にあること 
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３）体験の機会・場                                       

障害者等が親元からの自立や、病院・入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事

業所の利用など地域生活を体験する機会やその場の提供を行います。 

 

Ⅰ． 体験利用支援加算（拠点等の場合プラス）・・・・・・・・５０単位／回    

（ア）内容 

体験的な利用支援を行った場合、１５日以内に限り１日につき体験利用支援加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）

に拠点等の場合、更に５０単位を上乗せできる。 

（イ）対象 

日中系サービス（生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、

地域移行支援） 

（ウ）基準 

・体験的な利用支援において、関係機関との適正な連絡調整・相談援助等ができる体制にあること 

 

 

Ⅱ． 体験宿泊加算（拠点等の場合プラス）・・・・・・・・・・・・５０単位／回    

（ア）内容 

体験的な宿泊支援を行った場合、１５日以内に限り１日につき体験利用支援加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）

に拠点等の場合、更に５０単位を上乗せできる。 

（イ）対象 

地域移行支援 

（ウ）基準 

・体験的な宿泊支援において、関係機関との適正な連絡調整・相談援助等ができる体制にあること 

 

 

Ⅲ． 体験宿泊支援加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０単位／日   

（ア）内容 

施設利用者が地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合において、施設従事者が地域移行支

援事業所との連絡調整その他の相談援助を行った場合に算定できる。 

（イ）対象 

施設入所支援 

（ウ）基準 

・体験的な宿泊支援において、地域移行支援事業者と適切な情報共有や相談援助、今後の支援方針の

協議等ができる体制にあること 
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４）専門的人材の確保・養成                                   

医療的ケアや強度行動障害など、専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援に対応可能な体制

を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成します。 

（ア）内容 

強度行動障害を有する方が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合で

あって、当該利用者に対する支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を実施している場合に算定

できる。 

① 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を１人以上配置し、支援計画を作成する体制

を整備している場合、１日につき７単位を算定できる 

②強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート

等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を実施した場合、１日につき１８０単

位を算定できる 

（イ）対象サービス 

生活介護（障害者支援施設が行う生活介護を除く） 

（ウ）基準 

・拠点等の届け出が無くても算定可能 

 

５）地域の体制づくり                                       

障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や指定事業者のネットワーク構築など

地域の社会資源の連携体制の構築を行います。 

 

Ⅰ．地域体制強化共同支援加算・・・・・・・・・・・・２，０００単位／回   

（ア）内容 

相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援

対象障害者等に対して、福祉サービス等事業者３者以上の職員等と会議により情報共有や支援内容を

検討し、在宅での療養又は地域生活を行ううえで必要な説明、指導、支援等を共同して実施するとと

もに、地域課題を整理し、自立支援協議会に書面により報告した場合に算定できる。（利用者１人に

つき、月１回を限度とする。） 

（イ）対象サービス 

計画相談支援、障害児相談支援 

（ウ）基準 

・利用者等からの要請に基づき、速やかに情報の提供及びサービス利用の調整を行う体制にあること 

・自立支援協議会、又は相談支援部会等に年間半数以上出席をしていること 

・地域体制強化共同支援記録書を作成し、適切に保管すること 
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